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６ ７部落問題に対する基本姿勢について

部
落
民
連
盟
、
日
本
監
察
保
安
隊
」
と
あ
り
、
代
表
者
は
荻
原
佑
介

と
な
っ
て
い
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
同
団
体
は
、
前
年
一
二

月
に
も
別
の
請
願
書
を
出
し
て
い
た
。

右
関
係
の
資
料
は
「
Ａ
・
Ｒ
・
ハ
ッ
シ
ー
文
書
」
に
含
ま
れ
て
お

り
、
そ
の
マ
イ
ク
ロ
・
フ
ィ
ル
ム
は
国
立
国
会
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ

て
い
る
。
後
掲
の
資
料
の
う
ち
①
ｌ
③
に
あ
た
り
、
ハ
シ
シ
１
文
書

の
分
類
番
号
ｕ
ｌ
Ｄ
（
部
落
民
）
の
一
部
で
あ
る
。

②
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
部
落
差
別
は
粉
砕
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
の
強
い
意
志
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「
Ｃ
Ｇ
Ｔ
」
は
署
名
と
思

わ
れ
る
が
、
当
時
の
電
話
番
号
簿
か
ら
み
て
、
地
方
行
政
課
長
の
Ｃ

．
Ｇ
・
テ
ィ
ル
ト
ン
の
可
能
性
が
あ
る
。

ま
た
③
に
よ
れ
ば
、
民
政
局
の
特
別
補
佐
官
で
あ
る
リ
ッ
ォ
（
又

は
リ
ゾ
ー
、
の
ち
に
民
政
局
長
）
は
、
単
に
法
的
の
み
な
ら
ず
、
慣

習
と
し
て
部
落
民
が
差
別
さ
れ
る
こ
と
も
問
題
と
し
て
お
り
、
こ
う

し
た
部
落
差
別
を
放
置
し
て
い
る
の
は
最
高
司
令
官
の
指
示
を
遂
行

し
て
い
な
い
こ
と
に
な
り
、
早
急
な
是
正
が
必
要
だ
と
し
て
い
ろ
。

や
は
り
こ
こ
で
も
、
差
別
撤
廃
の
強
い
意
志
が
感
じ
ら
れ
る
。

こ
の
場
合
、
「
そ
の
よ
う
な
差
別
の
禁
止
を
命
じ
た
最
高
司
令
官

の
指
示
」
が
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
の
か
不
明
だ
が
、
部
落
差
別

の
残
存
が
広
く
言
え
ば
占
領
政
策
に
反
す
る
こ
と
で
あ
り
、
問
題
解

決
の
責
任
が
日
本
側
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
は
、
注
目
し
て

い
い
だ
ろ
う
。

①
日
本
人
の
請
願
の
伝
達

埼
玉
軍
政
チ
ー
ム

Ａ
Ｐ
Ｏ
二
○
一

一
九
四
七
年
五
月
一
四
曰

主
題
、
曰
本
人
の
請
願
の
伝
達

宛
名
叩
ハ
ッ
シ
ー
海
軍
中
佐
、
民
政
局

連
合
国
軍
最
高
司
令
官
総
司
令
部

Ａ
Ｐ
Ｏ
五
○
○

１
、
同
封
の
文
書
は
、
埼
玉
県
の
部
落
民
グ
ル
ー
プ
（
号
の
唱
・
巨
己

・
宅
固
冒
．
》
）
の
代
表
者
で
あ
る
荻
原
氏
よ
り
わ
が
司
令
部
に
送
ら

れ
て
き
た
請
願
書
で
あ
る
。

２
、
こ
の
問
題
は
全
国
的
な
政
策
に
か
ら
む
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の

で
、
貴
官
の
情
報
と
可
能
な
限
り
の
指
示
を
得
る
た
め
に
、
こ
の

請
願
書
を
送
付
し
た
。

３
、
こ
の
事
態
を
処
理
す
る
方
法
を
示
唆
す
る
よ
う
な
情
報
と
指
令

を
乞
う
。

司
令
官
殿

ジ
ョ
ン
．
Ｈ
・
ア
ー
キ
ュ
リ
ア

（
〕
・
ゲ
ロ
四
・
シ
月
巨
］
の
①
Ｈ
）

第
一
中
尉
、
野
戦
部
隊
、
副
官

同
封
物
叩
上
述
の
通
り

同
年
七
月
、
松
本
治
一
郎
ら
は
三
重
県
の
朝
熊
問
題
の
解
決
を
訴

え
て
、
民
政
局
の
ハ
ッ
シ
ー
と
会
見
し
た
。
こ
の
事
実
は
す
で
に

『
解
放
新
聞
』
の
記
事
に
よ
っ
て
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
や
は
り

ハ
ッ
シ
ー
文
書
に
関
係
資
料
が
含
ま
れ
て
い
る
。
後
掲
資
料
④
１
⑥

で
、
ハ
シ
シ
１
文
書
の
分
類
番
号
開
Ｉ
Ｂ
（
市
民
的
、
政
治
的
権
利

の
侵
害
）
の
一
部
で
あ
る
。

『
解
放
新
聞
』
に
よ
れ
ば
、
ハ
ッ
シ
ー
は
単
に
部
落
問
題
の
調
査

特
別
委
員
会
の
設
置
だ
け
を
勧
告
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
資

料
⑥
に
よ
れ
ば
衆
参
両
院
に
常
設
の
人
権
委
員
会
の
設
置
も
あ
わ
せ

て
勧
告
し
て
い
た
こ
と
も
わ
か
る
。
日
本
側
は
部
落
問
題
に
と
ど
ま

ら
ず
、
幅
広
く
人
権
問
題
の
取
組
み
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
な

る
。ケ
ー
デ
ィ
ス
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
勧
告
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
ハ

ッ
シ
ー
氏
と
打
合
せ
を
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
当
時
の
民
政
局
の

意
向
に
沿
う
も
の
だ
っ
た
と
考
え
て
も
ら
っ
て
い
い
と
の
こ
と
で
あ

り
、
総
司
令
部
の
基
本
姿
勢
を
考
え
る
う
え
で
不
可
欠
の
資
料
と
な

ろ
う
。

な
お
本
資
料
の
翻
訳
は
今
井
ひ
ろ
子
さ
ん
に
お
願
い
し
た
。
文
中

（
）
は
訳
語
の
英
語
原
文
を
、
〔
〕
は
訳
者
の
補
注
で
あ
る
こ

と
を
示
す
。
添
付
資
料
は
省
略
し
た
。

②
専
用
付
篝
へ
の
書
込
み

〔
手
書
き
の
メ
モ
〕

曰
本
の
被
圧
迫
部
落
民
（
］
呂
目
の
、
の
○
壱
門
の
、
の
①
』
ご
】
］
］
品
の
Ｈ
の
）

ｌ
日
本
に
お
け
る
イ
ン
ド
の
被
差
別
民
弓
皇
宮
）

〔
民
政
局
専
用
付
菱
〕

’
九
四
七
年
五
月
一
六
日

局
長

行
政
執
行
官

次
長

〈
１
〉
立
案
・
作
戦
事
務
官
長

ピ
ッ
ソ
ン

〈
２
〉
リ
ッ
ォ

ヘ
９
〉
ハ
ッ
シ
ー

〈
３
〉
ロ
ウ
ス
ト

総
務
課

〈
４
〉
特
別
企
画
課

へ
５
〉
政
治
関
係
課

〈
６
〉
地
方
行
政
課

立
法
課

公
職
追
放
担
当
官

へ
７
〉
政
務
課



丁

Ｔ
一
心
Ｔ
ザ
円
，
や
●
Ⅷ
ｊ
Ｄ
ｊ
‐
よ
棟
ｉ
〕
１
つ
】
０
←
Ｉ
Ｑ
‐
４
１
．
‐
Ｐ
「
０
１
－
冊
Ⅲ
。
」
Ｃ
Ｔ
０
Ｉ
『
Ｉ
‐
ｏ
’
’
’
１
ｍ
Ⅲ
１
ワ
リ
０
句
Ｉ
ｌ
１
Ｉ
句
１
７
△
・
ｒ
Ｕ
４
Ｐ
０
□

８ 

④
解
放
委
員
会
の
請
願

部
落
解
放
全
国
委
員
会

東
京
、
日
本

一
九
四
七
年
六
月
二
○
日

将
軍
閣
下

我
々
は
こ
こ
に
、
こ
こ
日
本
に
お
い
て
封
建
的
な
社
会
的
差
別
の

た
め
に
最
下
層
の
社
会
的
集
団
と
し
て
虐
げ
ら
れ
て
き
た
六
千
部
落

三
百
万
人
の
名
に
お
い
て
、
貴
下
の
適
切
な
る
判
断
を
仰
ぎ
、
あ
る

問
題
を
提
起
す
る
も
の
で
す
。

そ
れ
は
、
三
重
県
渡
会
郡
四
郷
村
朝
熊
に
存
在
す
る
政
治
的
な
差

別
的
な
出
来
事
で
す
。

て
こ
れ
に
関
し
て
我
々
は
す
で
に
我
が
曰
本
政
府
に
対
し
て
、
添
付

っ
資
料
の
と
お
り
こ
れ
に
関
す
る
文
書
を
送
っ
て
こ
の
問
題
の
早
急
な

こ鍬
解
決
の
た
め
に
適
切
か
つ
徹
底
し
た
施
策
を
実
施
す
る
よ
う
要
求
し

鞭
ま
し
た
。
我
々
は
、
貴
下
の
深
い
御
理
解
と
我
々
に
対
す
る
良
き
御

錨
指
示
が
得
ら
れ
る
よ
う
願
う
も
の
で
す
。

敬
具

鮒
松
本
治
一
郎

こ

部
落
解
放
全
国
委
員
会
議
長

題問
（
６
房
＆
ロ
ロ
目
・
帛
三
呉
】
・
ロ
四
］
○
・
日
目
登
の
①

繍
冷
。
Ｈ
同
日
目
・
甘
昌
】
○
口
○
烏
Ｃ
の
宮
①
、
の
①
」

９
 

句
の
。
ご
］
①
（
負
国
司
缶
ご
○
］
口
の
の
）
）

司
法
・
法
律
課

〈
８
〉
中
央
政
府
課

〔
中
略
〕

○
ご
向
宛
６
．
ｏ
・
目
・
↓

こ
れ
を
持
っ
て
き
た
軍
政
部
の
将
校
は
、
部
落
民
（
同
国
□
円
の
。
□
の
）

に
対
す
る
広
範
な
差
別
が
ま
だ
存
在
す
る
こ
と
を
信
ず
る
根
拠
が
あ

る
と
言
っ
て
い
る
。
Ｒ
・
Ｈ
〔
ハ
ッ
シ
ー
〕

〔
専
用
付
築
の
裏
へ
の
書
込
み
〕

我
々
が
部
落
民
に
関
し
て
、
あ
る
い
は
部
落
民
の
た
め
に
何
を
な

そ
う
が
、
こ
の
差
別
は
続
く
で
あ
ろ
う
ｌ
し
か
し
差
別
が
顕
在
化

し
た
時
に
は
い
つ
も
、
我
々
は
こ
れ
を
粉
砕
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
Ｃ
・
Ｇ
・
Ｔ

一
九
四
七
年
五
月
一
九
日

ハ
ッ
シ
ー
海
軍
中
佐
へ
の
覚
書

主
題
、
同
封
の
通
信
文
に
関
す
る
コ
メ
ン
ト

１
、
部
落
民
白
冨
）
が
依
然
と
し
て
法
的
に
、
あ
る
い
は
慣
習
と

し
て
差
別
さ
れ
続
け
て
い
る
と
す
れ
ば
、
日
本
の
行
政
当
局
は
、

そ
の
よ
う
な
差
別
の
禁
止
を
命
じ
た
最
高
司
令
官
の
指
示
の
遂
行

を
怠
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
で
き
う
る
か
ぎ
り
速
や
か
に
こ
の
状

態
を
是
正
す
べ
き
で
あ
る
。

③
フ
ラ
ン
ク
・
リ
ッ
ォ
の
覚
書

２
、
し
か
し
な
が
ら
、
平
等
と
は
政
治
的
、
社
会
的
、
経
済
的
な
機

会
の
均
等
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
部
落
民
に
階
層
と
し

て
の
特
権
を
与
え
る
義
務
を
行
政
の
側
に
負
わ
せ
る
も
の
で
は
決

し
て
な
い
。
そ
れ
故
に
、
彼
ら
の
屠
殺
業
、
皮
革
業
に
お
け
る
排

他
的
な
基
礎
を
復
活
さ
せ
て
ほ
し
い
と
の
請
願
は
、
彼
ら
の
平
等

を
願
う
請
願
と
矛
盾
す
る
。

３
、
よ
っ
て
、
以
下
の
よ
う
に
勧
告
す
る
。

ａ
、
こ
の
事
実
の
調
査
。

ｂ
、
部
落
民
（
日
の
目
す
の
円
の
。
｛
二
の
真
両
国
》
》
○
一
四
ｍ
の
）
に
法
的
に

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
慣
習
上
に
お
い
て
も
平
等
を
保
障
す
る

た
め
の
措
置
。

ｃ
、
彼
ら
に
い
か
な
る
職
業
に
も
つ
き
う
る
機
会
を
保
障
す
る
こ

と
。
そ
し
て
そ
れ
に
は
、
彼
ら
が
奪
わ
れ
た
と
し
て
い
る
財
産

を
再
び
獲
得
す
る
、
あ
る
い
は
再
び
有
償
で
買
い
戻
す
機
会
を

も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

ｄ
、
彼
ら
が
過
去
の
職
業
を
再
び
獲
得
す
る
場
合
、
彼
ら
が
結
成

し
た
い
か
な
る
連
合
団
体
も
、
部
落
民
に
と
っ
て
民
主
的
か
つ

非
排
他
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
、
こ
の
件
は
、
民
政
局
の
記
者
会
見
で
取
り
扱
う
適
当
な
問
題
で

も
あ
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

フ
ラ
ン
ク
・
リ
ッ
ォ

特
別
補
佐
官

⑤
ハ
ウ
ギ
の
覚
書

連
合
国
軍
最
高
司
令
官
総
司
令
部

民
政
局

一
九
四
七
年
六
月
二
○
曰

民
政
局
長
宛
覚
書

主
題
、
部
落
民
臼
冒
）
へ
の
差
別

今
朝
翻
訳
が
配
送
さ
れ
た
ば
か
り
の
六
月
一
四
日
付
の
『
民
報
』

報
告
に
よ
れ
ば
、
一
四
○
家
族
、
七
五
○
人
の
部
落
民
が
、
選
挙
権

や
区
長
選
挙
へ
の
適
格
性
、
集
会
や
会
議
へ
出
席
す
る
権
利
、
共
有

林
へ
の
入
会
、
組
合
や
協
会
・
団
体
に
参
加
す
る
権
利
が
否
定
さ
れ

続
け
て
い
る
と
言
う
。

こ
れ
は
三
重
県
渡
会
郡
四
郷
村
朝
熊
で
お
き
て
い
る
と
申
立
て
ら

れ
て
い
る
。

『
民
報
』
に
よ
れ
ば
、
部
落
解
放
全
国
委
員
会
（
夢
①
シ
］
］
‐
］
ｇ
自

○
員
○
口
の
芹
の
○
・
日
目
巨
昌
ご
同
日
目
・
甘
昌
】
・
ロ
○
・
日
目
茸
の
①
）
の
井

元
麟
之
を
先
頭
と
す
る
代
表
団
が
六
月
一
一
百
に
片
山
首
相
を
訪
問

し
て
、
差
別
待
遇
の
撤
廃
を
要
求
し
た
。

こ
の
争
い
は
一
九
三
五
年
に
さ
か
の
ぼ
る
が
、
当
局
に
よ
る
弾

圧
、
水
平
社
（
夢
の
。
貝
・
重
の
け
伊
田
空
・
）
の
指
導
者
の
逮
捕
、

戦
争
の
勃
発
な
ど
が
、
問
題
の
解
決
を
引
き
延
ば
し
た
と
言
わ
れ
て

い
る
。






